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教育委員会定例会（１１月）会議録

日  時   平成２６年１１月２７日（木） ９時００分～１１時００分

場  所   本庁舎 ３階 ３０１会議室

出席委員   永田 見生 （委員長）

       半田 利通 （委員）

       岡部 千鶴 （委員）

日野 佳弘 （委員）

白水 美弥子（委員）

   堤  正則 （委員、教育長）

事務局    大津 秀明（教育部長）       

       窪田 俊哉（教育部次長）      竹村 政高（市民文化部次長）

        桑野 洋志（教育部学校教育改革担当次長）  三谷 孝子（教育センター所長）

井上 隆夫（生涯学習推進課長）   道井 清太（体育スポーツ課長）

大久保 隆（学校教育課長）     福島 光宏（学校保健課長）  

眞﨑 宗明（学校施設課長）     井上 正史（人権・同和教育課長）

園井 正隆（文化財保護課長）    上野 順也（学校教育課学務主幹）

石橋 康秀（教職員課長）      西田 正典（学校教育課指導主幹）

竹上 克己（田主丸事務所長）    古賀 弘憲（北野事務所長）

田中 秀幸（城島事務所所長）    寺島 雅弘（三潴事務所長）

杉山 和敏（中央図書館館長）

  

議案

第７４号議案 平成２６年度教育費１２月補正予算について

第７５号議案 久留米市社会教育委員の委嘱について

第７６号議案 久留米市生涯学習センター等の指定管理者の指定について

第７７号議案 体育施設（三潴・城島地域）の指定管理者の指定について

第７８号議案 体育施設（田主丸地域）の指定管理者の指定について

第７９号議案 久留米市文化財の指定について

第８０号議案 平成２７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項及び平成２

７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者選考要項について

第８１号議案 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

第８２号議案 久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則

協議事項

（１） 久留米市教育委員会不祥事防止対策検討委員会の設置について

（２） 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価報告書（平成２
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５年度分）について 当日配布

議案

委員長：ただいまから、「久留米市教育委員会１１月定例会」を開会いたします。「第７４号議案

平成２６年度教育費１２月補正予算について」事務局より説明をお願いします。

第７４号議案 平成２６年度教育費１２月補正予算について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７４号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

Ａ委員：ＡＬＴの派遣というのは、教育委員会や教育事務所が個人と契約するのではなく、間に

業者が入っているのですか。

事務局：中学校は県の派遣と市の派遣とがありますが、市から派遣しているＡＬＴについては業

者に委託しており、業者が確保したＡＬＴが学校に行くという形態をとっています。個

人との契約ですと、そのＡＬＴが何か事情があって学校に行けない時は市の負担で他の

ＡＬＴを探さないといけませんが、会社とあらかじめ包括的に委託契約することで、そ

の調整も委託先の業者が行うというメリットがあります。県についてはＪＥＴプログラ

ム等で直接雇用を行っており、北筑後教育事務所に所属しているＡＬＴが学校に行って

いるという形態をとっています。

委員長：他に、ご質問やご意見はありますか。

全委員：（特になし）

委員長：内容については他にご異議がないようですので、第７４号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、「第７５号議案 久留米市社会教育委員の委嘱について」、事務局から説

明をお願いします。

第７５号議案 久留米市社会教育委員の委嘱について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７５号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第７５号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第７６号議案 久留米市生涯学習センター等の指定管理者の指定について」、事務局

から説明をお願いします。

第７６号議案 久留米市生涯学習センター等の指定管理者の指定について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７６号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

Ｂ委員：男女平等推進センター、消費生活センター、人権啓発センターについては誰が管理して
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いるのですか。

事務局：その部分については直営施設になりますのでそれぞれの所管課が管理しています。

委員長：他に、ご質問やご意見はありますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第７６号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第７７号議案 体育施設（三潴・城島地域）の指定管理者の指定について」、事務局

から説明をお願いします。

第７７号議案 体育施設（三潴・城島地域）の指定管理者の指定について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７７号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

Ａ委員：昨年も質問しましたが、入札結果の公表について、企業名は指定を受けた企業のみ公表

をされていますが、複数希望があった場合は複数の企業名を公表するべきではないでし

ょうか。

事務局：第２交渉権者の企業名を公表することは、その企業に対しての不利益に繋がる可能性が

あるということで、第２交渉権者の企業名を公表しないこととなっています。市全体の

統一の取扱いです。

事務局：補足ですが、指定管理者の施設は様々あり、所管課も異なるために、市総務部から統一

的な基準が示されています。その様式の中で優先交渉権者は具体的に会社名を出しま

すが、次点以下の団体名についてはＡ、Ｂ、Ｃ標記で行うということになっています。

考え方としては恐らく、公正な選考はするものの、何らかの形で優先交渉権者に選ば

れなかったということは、それぞれの団体の団体イメージに影響を及ぼす恐れがある

ということが考慮されて、こういった取扱いになっているのではないかと推測されま

す。

Ａ委員：納得できません。応募したからには、それに合格するかしないかというのは当然の話で

ありますので、選考に落ちたからといってイメージがダウンするものではないと思いま

す。どこが応募して、どこができなかったのかということを公表されるということは覚

悟の上で応募するべきではないかと思います。その総務部の基準の理由を明確に説明い

ただきたいと思います。

事務局：私が答えるべき立場ではないかもしれませんが、少なくとも今回の応募団体については、

こういう基準で指定管理制度を取り扱うという条件の下に募集していますので、今年度

の対応については、条件に反するような取扱いは難しいと思います。しかし、これは法

律の規定ではなく、総務部の取扱い方針ということになりますので、教育委員会でのこ

ういったご意見を踏まえて、次回からの情報公開のあり方について議論を行うというこ

とになろうかと思います。

Ｃ委員：別の自治体の入札管理委員会に出ていますが、そこでは委員に対しては全ての企業名を

公表しています。

委員長：こういった内容は教育委員会だけではなく、市全体に関わることなので、意見があった
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ということを踏まえて、市の方で制度の検討をお願いします。

委員長：他に、ご質問やご意見はありますか。

全委員：（特になし）

委員長：内容についてのご異議がないようですので、第７７号議案を原案のとおり承認いたしま

す。次に、「第７８号議案 体育施設（田主丸地域）の指定管理者の指定について」、事務

局から説明をお願いします。

第７８号議案 体育施設（田主丸地域）の指定管理者の指定について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７８号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

Ｂ委員：実績がある団体ということで非公募ということですが、先の２つの議案と比べても、や

はり公募して指定管理者を決定した方がいいのではないかと思います。結果として１団

体しか応募がなかったとしても、地域の方に対して公平に選定されているということを

示した方がいいのではないでしょうか。

事務局：非公募で選定した理由としては、田主丸カル・スポクラブは長年地域に密着した活動を

行っており、規則第２条第４号に該当するため非公募で選定をしたものです。

Ｂ委員：その内容は承知しましたが、やはりきちんと点数がついて、選定された方がお互いのた

めにいいのではないかと思いますが。

事務局：確かにそういった面もありますが、公の施設で非公募というのは３５６施設あります。

それに対して公募は１５施設になっています。明確な理由があれば、非公募で行うこと

が認められている制度となっています。

Ｃ委員：管理というのは、どのあたりまでを指しているのですか。

事務局：現在、カルスポが行っているのは受付業務とか清掃業務とかになります。今後は受付業

務はもちろんですが、光熱水費の支払いですとか、施設の全般的なことを行ってもらい

ます。例えば１０万以下の簡易な修繕についても小規模なものは行ってもらいます。

Ｂ委員：今回の指定管理者の審査結果の項目を見ると「地域経済を活性化されることができるか」

とか、「予算を削減させることができるか」とかの項目がある以上は、こういった視点

もあって審査があります、それでもって選ばれたんですよといのがあった方が、カルス

ポさんも自信をもって活動していただくことができるのではないかと思います。そうい

ったことも含めて公募の方が良いのではないかと思います。できれば、なるべく今後は

対応が可能な施設は公募で対応していただければと思います。

Ｄ委員：全てカルスポにお任せしていて、それが当たり前という状況があるのはよく分かります

が、公募してきちんと審査して、任せているというのがあってもいいのではないかと思

います。

事務局：指定管理の制度は原則としては公募ですが、施設の性格、設置目的等を考えて、カルス

ポが最適ということで、今回選定しています。市民サービスの向上、地域経済の活性化、

経費の削減にも努めていただいているということを考慮して、カルスポが最適と判断し

たところです。
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委員長：久留米市の規則第２条第４号に基づいてやっているということなので、選定の方法につ

いては市全体の話になるかと思います。他に、ご質問やご意見はありますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第７８号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第７９号議案 久留米市文化財の指定について」、事務局から説明をお願いします。

第７９号議案 久留米市文化財の指定について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第７９号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第７９号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第８０号議案 平成２７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項及び

平成２７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者選考要項について」、事

務局から説明をお願いします。

第８０号議案 平成２７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項及び平成２

７年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者選考要項について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第８０号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第８０号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第８１号議案 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について」、事

務局から説明をお願いします。

第８１号議案 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第８１号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。

全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第８１号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

「第８２号議案 久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則について」、事

務局から説明をお願いします。

第８２号議案 久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より第８２号議案について説明がありましたが、ご質問やご意見はあり

ますか。
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全委員：（特になし）

委員長：皆様のご異議がないようですので、第８２号議案を原案のとおり承認いたします。次に、

協議事項に移ります。

協議事項

久留米市教育委員会不祥事防止対策検討委員会の設置について

事務局：《議案概要説明》

委員長：ただいま事務局より協議事項についての説明がありましたが、ご質問やご意見はありま

すか。

Ｃ委員：福岡県の県内全ての市町村がこのような対応をするのですか。

事務局：県内全ての市町村が、このような対応を行おうとしているところです。

委員長：コンプライアンスについては、かなり厳しく徹底されるようになっています。最近は大

学の職員も全員研修を受けるようになっています。公金の扱いについて、倫理問題、

パワハラ、などのコンプライアンスの講習会に参加しないといけないようになってい

ます。

Ｅ委員：今回、特出すべきは、私生活上の問題や個人的な欲求からくる問題が、深刻な状況にな

っているというケースがあるということで、職員個人の私生活にまで踏み込んだ指導が

求められているということです。職務上やその周辺事項に限らず、土日の私生活の時間

についても面談等しながらしっかりと把握をし、指導していきなさいということを県教

委から言われています。

Ｃ委員：委員会を年４回程度とありますが、その指導というのはどこが担うのですか。

Ｅ委員：不祥事防止対策検討委員会で色々と協議した対策案を定例の校長会で示して、実質的に

は校長がそれぞれの学校の教員に示し、指導していくということになるかと思います。

また、逆に校長から出てきた現状等を集約しながら、どういった対策が有効かというこ

とを委員会の中で協議をするという役割になるかと思います。

委員長：大学では公認会計士の方から講習を受けたりしています。お金の不正が問題になること

が多いので、その点について研修をしてもらっています。

Ｃ委員：では、校長に対する指導というのは、教育委員会の所管の部署が行うということですね。

委員長：上から下まで全て、教育委員も含めて、不祥事対策、コンプライアンスには努めていか

なければならないと思います。

Ｅ委員：県費負担の教職員の任命権者、懲戒権者は県教育委員会で、市町村の教育委員会は服務

監督権があります。役割分担はありますが、もちろん連携してやっていかなければなり

ません。県教育委員会が懲戒処分をする記者会見の中では、県の教職員課長が記者会見

することが多いのですが、ここ最近は「服務監督権のある市町村教育委員会と連携して、

防止に努めていきます。」と必ず言っています。そういう流れの中で、市町村が責任を

もって、不祥事防止についても具体的に策を講じるようにとなってきているという認識

をしています。ただ、市立高校については久留米市教育委員会が任命権者であり、懲戒

権者であり、服務監督権を持っているので、小、中学校とは意味合いが違っています。

委員長：では次の協議事項に移ります。「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関
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する点検及び評価報告書（平成２５  年度分）について」事務局から説明をお願いします。

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価報告書（平成２５年度

分）について

事務局：《議案概要説明》

Ｄ委員：田主丸の学習支援ボランティアについて、ほとんど行われていない状況があるように聞

いています。「塾に行くから」という理由で、生徒の希望者が少ないと聞きます。もっ

と積極的に行っていただきたいと思います。

事務局：事業としては全校で実施していますが、状況は各学校で異なっています。特に中学校に

おいては、部活動との関係で、実施回数が少なかったり、参加人数が少なかったりと課

題があります。夏季休業中の補充学習時にボランティアを活用したりと、工夫しながら

事業の実施に努めていきます。

委員長：他にご質問やご意見はありますか。

全委員：（特になし）

委員長：次に報告事項に移ります。

５．報告事項

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告

（２） 久留米市立図書館及び視聴覚ライブラリーの特別整理期間にともなう休館日の設定について

（３） 小規模特認校への応募状況について

６．今後のスケジュール

  ○ １２月定例会： １２月１９日（金）９時００分～


